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こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！

平和派遣報告会
　今年の平和派遣に参加した皆さん

が、長崎で学んだことを発表します。

発表後には、早稲田少年少女合唱団に

よる平和をテーマにしたコンサート

があります。

【日時】10月7日午後1時30分～4時

【共催】新宿区平和派遣の会

【会場・申込み】当日直接、若松地域センター（若松町12―6）へ。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）3505へ。

　平和の尊さと戦争の悲惨さにつ

いて学び、平和への意識を高めてい

ただくため、次代を担う子どもたち

と保護者（7組14名）を、広島と長崎

へ隔年で派遣しています。

　今年は、8月8日～10日に長崎を訪

れ、原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に

参加したほか、原爆資料館・被爆校舎

の見学や被爆体験談を聞く等の活動をしました。

　今年長崎へ派遣された皆さん（五十音順）

安福容子さん、一優さん（東戸山小5年）

太田美香さん、光城さん（東京創価中1年）

金谷美保さん、陽菜さん（落合第三小4年）

久保田久和さん、和希さん（東京学芸大学附属竹早中2年）

小池悦子さん、太一さん（落合第四小5年）

藤原佳代さん、陽佑さん（戸塚第三小4年）

三浦華恵さん、ルイスさん（早稲田小4年）

被爆地への平和派遣
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禎禎子子ささんんとと折り鶴

▲平和祈念像（長崎市）

広島市の平和記念公園に建つ「原爆の子

の像」（右写真）をご存知でしょうか。

　三脚の台座の上に、折り鶴を掲げた少女

のブロンズ像があります。このブロンズ像

のモデルが、原爆症と戦った広島の少女

「佐々木禎子さん」です。

　禎子さんは2歳のときに自宅で被爆しま

した。爆風で3メートル以上も飛ばされま

したが、奇跡的に傷ひとつ負わずに済みま

した。また、放射能を含んだ黒い雨に打た

れながらも、その後、病気をすることもな

く健やかに成長しました。小学校ではクラ

スで一番走るのが速く、リレー選手を務め

たほどでした。

　しかし、被爆から10年後、突然、首に大き

なシコリができ、白血病と診断されたので

す。辛く苦しい病状を一生懸命耐えたもの

の、8か月の入院生活の末に12歳で息を引

き取ったのでした。

　入院中の禎子さんは、「鶴を千羽折れば

願いがかなう」と信じ、最後まで「生きる」と

いう希望を持って病床で鶴を折り続けま

した。広島平和記念資料館には、禎子さん

が針の先を使って

折った小さな鶴

が、禎子さんの短

い生涯の記録とと

もに展示されてい

ます。

禎子さんの死後、同級生によって、原爆の

犠牲となったすべての子どもの霊を慰める

ための像を建立しようという運動が始まり

ました。その運動は日本中に大きく広がり、

建立された「原爆の子の像」は、平和のシン

ボルとなりました。

　原爆投下から73年、人類は依然として多

くの核兵器を保持しています。また、1990

年代以降、世界の各地では民族や宗教の違

いによる紛争が起き、多くの一般市民が犠

牲になっています。

　しかし、禎子さんと折り鶴のことが、国内

外の作家により物語や絵本となって世界に

広がり、こうした逆境にある子どもたちに

「生きる希望と勇気」を与えました。そして、

今も「原爆の子の像」には、世界中からたく

さんの千羽鶴が寄せられ続けています。

▲昨年の平和派遣報告会の様子

　私たち一人一人が、戦争や核兵器の恐ろしさを学ぶ

ことで、平和を守り、受け継いでいく思いをさらに深め

ていきましょう。

【区の担当課】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）3505

普通徴収の第2期分 納期限は8月31日

　納期限を過ぎると、延滞金が加算される場

合があります。忘れずに納めてください。

【納付場所】区税務課、特別出張所、銀行等の

金融機関、郵便局（東京都・関東各県・山梨県

に限る）、コンビニエンスストア（納付書裏面

に記載）

※コンビニエンスストアでは、納付書1枚で

30万円を超える支払いはできません。

便利な口座振替のご利用を

　普通徴収の住民税は、口座振替で納められ

ます。口座振替は納期限の日にご指定の口

座から引き落とします。口座振替を希望す

る方は、収納管理係へご連絡ください。口座

振替依頼書をご自宅へ郵送します。9月10日

（必着）までに口座振替依頼書を提出した場

合、第3期分から口座振替になります。

【問合せ】税務課収納管理係（本庁舎6階）

（5273）4139へ。

納税でお困りの方はご相談を

　相談は随時受け付けています。所得の著

しい減少等で納付が困難と認められるとき

には、申請により納める時期を遅らせたり、

納める税額を分割で納付できる場合があり

ます。

　また、災害等の事情で納付が困難な場合に

は、減免が受けられる場合もあります。納税

でお困りの方はそのままにせず、ご相談くだ

さい。

【問合せ】税務課納税係（本庁舎6階）（5273）

4534へ。

住住民民税税はは納納期期限限ままででににおお支支払払いいをを65歳以上
の方へ

　「東京都ひきこもりサポートネット（ひき

こもり等自立に困難を抱える若者またはそのご家族の相談機関）」相

談員による出張相談（1人45分程度）を行います。些細な悩みでも結

構ですので、お気軽にご相談ください。

ひきこもり相談会

【日時】①9月19日、②10月24日、いずれも午前10時～午

後5時

【会場】子ども総合センター（新宿7―3―29）

【対象】区内在住で、ひきこもり等の自立に困難を抱える義務教育終

了後～おおむね34歳の方と家族

【申込み】電話で①は9月12日まで、②は10月17日までに同サポ

ートネット（6806）2440（祝日等を除く月～金曜日午前10時～午

後5時）へ。

※医療行為にあたる相談、緊急対応が必要な相談等はお断りする場

合があります。

【問合せ】区勤労者・仕事支援センター就労支援課（3200）3311、

東京都青少年・治安対策本部青少年課（5388）2257へ。

若若者者のの

介護保険料の納め忘れにご注意を

※以降扶養親族等が1人増すごとに38万円を加算
※老人控除対象配偶者・老人扶養親族のときは1
人に付き10万円、特定扶養親族または控除対象
扶養親族（19歳未満）のときは1人に付き25万円
を加算

扶養親族等 所得制限基準額

0人 360万4,000円

1人 398万4,000円

2人 436万4,000円

3人 474万4,000円

8月16日以降に発送します

　東京都心身障害者医療費助成制度（★）の対

象で9月以降も受給資格のある方に、9月1日

から1年間有効の受給者証を発送します。9

月になっても届かない方は、お問い合わせく

ださい。

次の方は申請してください

【対象】原則として、区内在住で健康保険に加入

し、29年中の所得が基準額（右表）以下で、次の

いずれかに該当する方

身体障害者手帳1級・2級（内部障害は3級も）

愛の手帳1度・2度

※「手帳を取得した年齢が65歳以上の方」「後期

高齢者医療制度被保険者証をお持ちで30年度

の住民税が課税の方」「健康保険の自己負担の

ない施設に入所している方」は対象になりません。

※以前に資格を喪失した方でも、「所得が基準額

以下になった方」は申請できる場合があります。

受給者証をお送りします

障 【申請・問合せ】障害者福祉課経理係（本庁
舎2階）（5273）4520・（3209）3441へ。

★東京都心身障害者医療費助成制度

　国民健康保険や社会保険などの各種健康

保険の自己負担分から一部負担金（住民税

課税の方は1割の自己負担、住民税非課税の
方は負担なし）を差し引いた額を助成しま

す（入院時食事療養・生活療養標準負担額は

対象外）。

【所得制限基準額】

保険料を納めないと

1年以上滞納した場合…介護サ

ービス利用時の料金がいったん

全額自己負担となり、後日申請に

より9割～7割を払い戻します。

1年6か月以上滞納した場

合…介護保険の給付が一時差し

止められるほか、差し止められ

た給付額を滞納している保険料

に充てる場合があります。

2年以上滞納した場合…介護

サービスを利用したときの自己

負担割合が1割または2割の方は

3割に、3割の方は4割になりま

す。また、高額介護サービス費、高

額医療合算介護サービス費の支

給が受けられなくなるほか、施

設サービス利用時の食費・居住

費の負担軽減制度が利用できな

くなります。

納付の相談を随時受け付け

　保険料の納付でお困りの方、

滞納している方は、そのままに

せずお早めにご相談ください。

分納等お支払いの相談も行って

います。

【問合せ】介護保険課資格係

（本庁舎2階）（5273）4273へ。

　30年4月分までの保険料に未納がある方に、8月30日に催告書

を発送します。催告書の内容を確認し、お早めにお支払いください。
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